
 

 

・平成２２年１月７日付け公開質問状（その１）  

市の回答 

・平成２２年１月７日付け公開質問状（その２）  

市の回答 

６ページ 

平成２２年２月６日

津戸区長 ＊＊＊＊＊ 様 

三郷区長 ＊＊＊＊＊ 様 

反対特別委員長 ＊＊＊＊ 様 

中津川市長 大山 耕二 

 

「公開質問状」について（回答） 

 平素は、中津川市政にご理解ご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成２２年１月７日に提出されました、公開質問状につきましては、以下のと

おり回答させていただきますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 

記 

回答１ 

「ミックスプロジェクトチーム」は、水道部（ＭＩＣＳ事業）・生活環境部（新衛

生センター建設事業）の両部にまたがる施設整備を協働して推進するために組織され

た庁内チームですが、「新火葬場建設」は生活環境部のみで推進しています。 
また、ミックス事業等の建設場所を選定した当時のプロジェクトチームは、市職員

のみの構成ですが、選定は厳正・公正に実施しました。 
選定は、技術的専門機関「社団法人全国都市清掃会議」監修の計画設計要領に掲げ

てある評価項目により選定した３３ヶ所の候補地の中から、１ヶ所を公平・公正に選

定しました。 
・合併により広くなった市内全域から、し尿・浄化槽汚泥を処理施設へ運ぶ必要があ

り、運搬の効率が最も良い地点を重心地とし、そこから半径５ｋｍ以内を選定区域

としました。 

・その中から市有地を中心に３２ヶ所を選定し、実現性を評価し上位５ヶ所に絞り込

み、経済性での検討を加え、苗木浄化センター隣接地を最適地と選定しました。 

・さらに、地元提案のあった１ヶ所を加え３３ヶ所の候補地として再考（同列に再度

選定）を行いました。 

・「土地の形は良いか」「平地か傾斜地か」「地盤は硬いか軟らかいか」「運搬しやすい

か」「川までの距離は近いか」「周辺に民家は少ないか」「法律的な問題はないか」を

それぞれ比較検討し、３３ヶ所から上位６ケ所に候補地を絞り込みました。 
・さらに、「アクセスは良いか」「上水道はあるか」「進入道路は必要か」「施設の造成

費はどのくらいか」「用地買収は必要か」を検討項目に加え、経済性の比較だけでは

なく、１２項目により総合的に評価を行い１ヶ所に選定しました。 
・再考の結果２４点満点中、２３点で「苗木浄化センターに隣接する市有地」が最適

地と選定しました。 

回答２ 
建設場所の選考当時のプロジェクトチームメンバーは、次のとおりです。 

【生活環境部】＊＊＊＊（部長）、＊＊＊＊（生活局長）、＊＊＊＊（環境課課長補佐）、＊

＊＊＊（環境センター所長）、＊＊＊＊（環境センター副所長）、＊＊＊（環境センター

所長補佐）、＊＊＊＊（衛生センター所長）、＊＊＊＊（参事兼恵北衛生センター所長）

【水道部】＊＊＊＊（部長）、＊＊＊＊＊（企画統括主幹）、＊＊＊（下水道課長）、＊＊＊

（下水道課課長補佐） 
 ※メンバー、役職は平成 19年度当時のものであり、現時点の退職者を含みます。

地元からの質問 

 
 
 

地元からの質問 

 ミックス事業ニュース Ｎｏ．７ 

平成２２年２月６日

津戸区長 ＊＊＊＊＊ 様 

三郷区長 ＊＊＊＊＊ 様 

反対特別委員長 ＊＊＊＊ 様 

 

中津川市長 大山 耕二 

 

「公開質問状 平成 21 年 9 月 10 日 中津川市議会 

＊＊＊＊議員の一般質問に対する答弁」について（回答） 

 

 平素は、中津川市政にご理解ご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成２２年１月７日に提出されました、公開質問状につきましては、以下のと

おり回答させていただきますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 

 

記 

回答１、２、３（一括回答） 

９月議会における答弁の主旨は、「約束」とは、「約束する相手との共通認識が必要」
．．．．．．．．．．．．．．．．．

だということです。「県に対する事業認定申請は、市から県への申請」、「地権者との

土地売買契約は、あくまでも市と地権者との契約」であるということです。 

ここで、契約書に書かれている「浄水公園」とは、「事業認定」に書かれている「浄

水公園」のことであり、当時その整備メニューの中で計画が具体化した施設は、約束

として既に整備を完了しています。 

残った「多目的グラウンド」については、その整備メニューの中の選択肢の一つと

してありましたが、当初から具体な計画はありませんでしたので、地元の皆様へ図面

の提示もご説明もしていないものであり、市と地元が、将来「多目的グラウンド」を

整備するという共通認識を持って手続きしたものではない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ことから、地元の皆様との
．．．．．．．

約束
．．
とは考えていません。 



 

 

 

・平成２２年１月７日付け公開質問状（その３）  

市の回答 

・平成２２年１月７日付け公開質問状（その４）  

市の回答 

７ページ 

平成２２年２月６日

津戸区長 ＊＊＊＊＊ 様 

三郷区長 ＊＊＊＊＊ 様 

反対特別委員長 ＊＊＊＊ 様 

 

中津川市長 大山 耕二 

 

「公開質問状 市の回答（ミックス事業ニュース No.3）より」について（回答） 

 

 平素は、中津川市政にご理解ご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成２２年１月７日に提出されました、公開質問状につきましては、以下のと

おり回答させていただきますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 

記 

回答１、２、３、４（一括回答） 

・平成６年に、市のミスにより苗木浄化センター建設地の変更を余儀なくされ、市は地

元へ現在の場所への受け入れをお願いし、そして、地権者からは用地買収に関し「全

筆買収」の要請がありました。 

・平成６年１０月２６日には、苗木地域総合計画推進協議会、苗木区長会、苗木津戸区

の三者からも「公共用地」として「全筆買収」の要望がありました。 

・平成６年１１月１日に、市は、「余剰地を宅地造成事業用地として取得する」と一旦

は回答をしました。 

・平成７年１０月３日に、苗木地域総合計画推進協議会、苗木区長会から「用地買収、

物件補償に際し、所有者の意向を十二分に尊重し所有者との合意を最優先にして戴き

たい」と要望がありました。 

以上の経緯の後、「宅地造成事業用地」では「公共用地」とならず、地権者の意向

を尊重できないことが判明したため、当初の地元からの要望でもあった「公共用地」

とするため「浄水公園」として事業認定を取得し「全筆買収」しました。 

回答５ 

事業認定上の「苗木浄水公園整備事業」の概要は、ゲートボール場、多目的グラン

ド、親水水路、散策道、トイレ、四阿（あずまや）、駐車場、道路、張芝、緑地、植

栽地、法面、ベンチです。 

 

平成２２年２月６日

津戸区長 ＊＊＊＊＊ 様 

三郷区長 ＊＊＊＊＊ 様 

反対特別委員長 ＊＊＊＊ 様 

 

中津川市長 大山 耕二 

 

「公開質問状 残った土地は、「浄水公園」の機能の一つとして、事業認定上「多目的

グラウンド」と位置付けたもの。（ミックス事業ニュース No.3）」について（回答） 

 

 平素は、中津川市政にご理解ご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成２２年１月７日に提出されました、公開質問状につきましては、以下のと

おり回答させていただきますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 

記 

回答１、２、３、４ 

・平成６年に、市のミスにより苗木浄化センター建設地の変更を余儀なくされ、市は地

元へ現在の場所への受け入れをお願いし、そして、地権者からは用地買収に関し「全

筆買収」の要請がありました。 

・平成６年１０月２６日には、苗木地域総合計画推進協議会、苗木区長会、苗木津戸区

の三者からも「公共用地」として「全筆買収」の要望がありました。 

・平成６年１１月１日に、市は、「余剰地を宅地造成事業用地として取得する」と一旦

は回答をしました。 

・平成７年１０月３日に、苗木地域総合計画推進協議会、苗木区長会から「用地買収、

物件補償に際し、所有者の意向を十二分に尊重し所有者との合意を最優先にして戴き

たい」と要望がありました。 

以上の経緯の後、「宅地造成事業用地」では「公共用地」とならず、地権者の意向を

尊重できないことが判明したため、市は、地元の要望や地権者の意向を十二分に尊重し

用地を取得するために、「公共用地」である「浄水公園」として事業認定を取得しまし

た。そして、「浄水公園」の整備メニューの中で計画が具体化した施設は、地元へ説明・

協議し実際に整備をしました。 

事業認定時点の計画は、必ずしも具体な計画でなくてもよく、途中での変更も可能で

す。当時は、“残った土地”に、「浄水公園」の整備メニューの一つとして「多目的グラ

ウンド」の選択肢もありましたので、その意味では実施の可能性もありましたが、当初

から、具体な計画は無かったので、「事業認定上」という表現をしました。 

地元からの質問 

 
 
 

地元からの質問 

 ミックス事業ニュース Ｎｏ．７ 



 

・平成２２年１月７日付け公開質問状（その５）  

市の回答 

 ミックス事業ニュース Ｎｏ．７ ８ページ 

地元からの質問 

 
 
 

平成２２年２月６日 

津戸区長 ＊＊＊＊＊ 様 

三郷区長 ＊＊＊＊＊ 様 

反対特別委員長 ＊＊＊＊ 様 

中津川市長 大山 耕二 

 

「公開質問状 （ミックス事業ニュース No.4）」について（回答） 

 平素は、中津川市政にご理解ご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成２２年１月７日に提出されました、公開質問状につきましては、以下のとおり

回答させていただきますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。 

記 
回答１ 
事業認定上の「浄水公園」整備メニューの中で計画が具体化した施設は、地元へ説明・協議し

実際に整備しました。しかし、当時「多目的グラウンド」はその選択肢の一つとしてありました

が、当初から具体な計画は無かったので、地元の皆様へご説明しませんでした。 

回答２ 

平成１４年に、“残った土地”への「特別養護老人ホーム＊＊＊＊＊＊」建設の相談があった

際に、「公共事業用地として事業認定されている土地であり、民間施設は建設できない」ことを
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

説明するために、
．．．．．．．．

その関係者へ
．．．．．．

図面を提示
．．．．．

したのであり、「多目的グラウンド」を説明するため
．．．．．．．．．．．．．．．．．

に図面を提示したのではありません
．．．．．．．．．．．．．．．．

。 

回答３、４（一括回答） 

「浄水公園」の整備メニューの一つとして「多目的グラウンド」はその選択肢の一つとしてあ

りましたが、当初から具体な計画は無く、以降の情勢やニーズの変化に応じて、将来的に新たな

計画をする余地を残したものであり、その時点で変更を予定していたものではありませんでした。

なお、事業認定時点の計画は、必ずしも具体な計画でなくてもよく、途中での変更も可能です。 

回答５ 

公園の整備内容などを変更しようとする場合、例えば、都市計画法に基づく都市計画公園の面

積、整備内容等の変更には、都市計画審議会・県知事の同意等が必要ですが、浄水公園は法的な

縛りがないため県下水道課との協議のみで変更が可能です。 

回答６ 

「浄水公園」の整備メニューとして、ゲートボール場、親水公園、駐車場等があり、「多目的

グラウンド」もその一つだったという意味です。 

回答７、９（一括回答） 

当時、具体な計画があった部分には、県の補助金を受けて用地を購入し、実際に「浄水公園」

を整備をしました。 

そして「残った土地」には、整備メニューの一つとして「多目的グラウンド」の選択肢もあり

ましたが、当初から具体な計画は無く、以降の情勢やニーズの変化に応じて、将来的に新たな計

画をする余地を残していたものであります。そのため、県の補助金受けると変更が困難となるこ

とから、補助金を受けずに、市の費用だけで用地を購入しました。 

回答８ 

下水処理場関連用地のうち、整備済みの浄水公園の用地は、県の補助事業として県の費用と市

の費用を組み合わせて購入したものであり、購入費の内訳は次のとおりです。 

【整備済】浄水公園 

用地購入費 

県補助金(1/3) 市費(2/3) 合計 

11,078,667 円 22,157,333 円 33,236,000 円 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成２２年１月２２日付け公開質問状  

市の回答 

 ミックス事業ニュース Ｎｏ．７ 

中下水第６６号－３

平成２２年２月１２日

津戸区長 ＊＊＊＊＊ 様 

三郷区長 ＊＊＊＊＊ 様 

反対特別委員長 ＊＊＊＊ 様 

 

中津川市長 大山 耕二 

 

「＊＊＊＊＊及び公開質問状」について（回答） 

 

 平素は、中津川市政にご理解ご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成２２年１月２２日に提出されました、みだしのことのうち「公開質問状」

について、以下のとおり回答させていただきますので、よろしくご理解賜りますようお

願いいたします。 

記 

質問事項について 

回答１ 

 「条件としての残地」とは、平成６年の市のミスにより苗木浄化センター建設地の変

更を余儀なくされ、市が現在の場所の土地買収をお願いした際に、地権者から条件と

して「全筆買収」要請があった土地のうち、具体な計画があり苗木浄化センター等を

整備した土地以外の具体な計画が無かった「残った土地」のことです。 

 

回答２ 

・「条件」とは、平成６年の市のミスにより苗木浄化センター建設地の変更を余儀なく

され、市が地元へ現在の場所への受け入れをお願いした際、用地買収に関して地権者

から要請された「全筆買収」のことです。以下、関連経緯をお示しします。 

・平成６年１０月２６日には、苗木地域総合計画推進協議会、苗木区長会、苗木津戸区

の三者からも「公共用地」として「全筆買収」の要望がありました。 

・平成６年１１月１日に、市は、「余剰地を宅地造成事業用地として取得する」と一旦

は回答をしました。 

・平成７年１０月３日に、苗木地域総合計画推進協議会、苗木区長会から「用地買収、

物件補償に際し、所有者の意向を十二分に尊重し所有者との合意を最優先にして戴き

たい」と要望がありました。 

以上の経緯の後、「宅地造成事業用地」では「公共用地」とならず、地権者の意向

を尊重できないことが判明したため、当初の地元からの要望でもあった「公共用地」

とするため「浄水公園」として事業認定を取得し「全筆買収」しました。 

 

・平成２２年４月１日付け公開質問状  

市の回答 

９ページ 

地元からの質問 

 
 
 

 

 

地元からの質問 

 

中下水第１号－２

平成２２年４月７日

 
津戸区長 ＊＊＊＊＊ 様 

三郷区長 ＊＊＊＊＊ 様 

 
中津川市長 大山耕二 

 
公開質問について（回答） 

 
平素は、中津川市政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
平成２２年４月１日付けの公開質問について、下記のとおり回答いたします。 
宜しくお願いいたします。 
 

記 
 
回答１ 

平成２２年１月７日付け公開質問状「残った土地は、「浄水公園」の機能の

一つとして、事業認定上「多目的グランド」と位置付けたもの。（ミックス事

業ニュース NO.3）」のご質問に対し、平成２２年２月６日付けで、既に回答い

たしましたとおり、事業認定を取得し、「浄水公園」の整備メニューの中で計画が具

体化した施設は、地元へ説明・協議し実際に整備をしました。 
事業認定時点の計画は、必ずしも具体な計画でなくてもよく、途中での変更も可能

です。当時は、「浄水公園」の整備メニューの一つとして「多目的グラウンド」の選

択肢もありましたので、その意味では実施の可能性もありましたが、具体な計画はあ

りませんでした。 

なお、本件土地は、下水道工事の残土置き場として管理しており、現在、ミックス

事業および新衛生センター建設事業の計画をしています。 

 
回答２ 
ご質問の中でご指摘の「中津川市条例」については、中津川市公園の設置等に関す

る条例（平成１７年中津川市条例第４９号。以下「条例」という。）のことであると

推測いたしますが、条例第２条別表第１に規定する「苗木浄水公園」とは、苗木浄化

センター入り口付近に既に整備を完了している部分のことです。 
また、ご質問については、平成２２年３月２９日付け「『多目的グラウンド』

用地を地元民等でボランティア・奉仕活動にて整備する件」の文書に対し、平

成２２年３月３１日付け中下水第６６号－１３において、既に回答いたしましたとお

り、本件土地は、下水道工事の残土置き場として管理しており、現在、ミックス事業

および新衛生センター建設事業の計画をしていますので、市民の利用に供していませ

ん。 
許可がある場合を除き、現地に設置してあります立ち入り禁止看板のとおり、立ち

入りは固くお断りします。 
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ムダなコストを削減し皆様の税金を大切に活用します。 

近隣住民にとって迷惑となるような施設は建設しません。 

資源循環を促進し環境にやさしい中津川をめざします。 

 

臭いは外に出しません 
環境現況調査を実施しました 

環境影響評価を実施しました 

二重扉を設置します 

脱臭設備を設置します  

問い合せ先  

中津川市 生活環境部 衛生センター 0573-66-1209 

水道部 下水道課 0573-66-1111（内線 523） 

：住宅

：し尿処理施設

汚水処理設備

脱臭設備

脱臭設備

汚泥乾燥機

乾燥汚泥を環

境センターで

焼却します

リサイクル肥料

を家庭菜園など

に活用します

臭い

臭い

汚泥

臭い

臭い
きれいに浄化

した水を川へ

流します

放流水

乾燥汚泥

汚
泥

新衛生センターとミックス事業の概要
臭いなど環境面で問題のない施設を造る自信があります！

建物内の空気も

吸引します

排気
臭いは出ません

し尿

浄化槽

汚泥

バキュームカー

汚泥トラック

排気
臭いは出ません

二重扉

建物内の空気も

吸引します

下水道

汚泥

市内の各下水道処理場と新衛生センターからの汚泥を

処理する施設です。最新の汚泥の乾燥資源化施設や脱

臭設備などを備えます。

臭いを

除去

汚水を

浄化

汚泥を投入

汚泥を乾燥

汚水処理後の汚泥は

ミックス施設へ

臭いを

除去

すべて建物で覆う

密閉式です

し尿と汚泥を

投入

二重扉

し尿･汚泥

リサイクル

肥料

こちらのし尿処理施設では、隣接

の住宅からも苦情はありません。

他市の先進施設

臭いはすべて、大きな吸引装置

で吸い込みます。

最先端の汚水処理技術で、汚水をきれいにします。

臭いは、脱臭装置で処理します。

汚泥を乾燥して肥料化します。

肥料化できない汚泥は乾燥して焼却します。

※画像は、他市の先進施設の設備です。

市内全域の各家庭などから集められる、し尿や浄化槽

汚泥などを浄化する施設です。最新の汚水処理設備や

脱臭設備を備えます。

～し尿と汚泥の処理のながれ～

新衛生センター

し尿
浄化槽
汚泥

農業集落
排水汚泥

蛭川南部
加子母北部
加子母中部
加子母南部

市内全域

下水道汚泥

　中津地区　 付知地区
　苗木地区　 福岡地区
　落合地区　 蛭川地区
　坂本地区　 山口地区
　坂下地区

ミックス事業

 

新衛生センター・ミックス事業 配置予定図 

苗木浄化センター 

浄水公園 平成２２年度中に事業着手し 

平成２４年度中の事業完了を目指します 

文書等の掲載にあたって 

紙面の都合上、文書等の縮尺や縦横比を変更して

います。 

市の回答と資料の関連説明等のため、原文にはな

い編集を一部に加えています。 

個人情報や公開質問の主旨と相違する部分には、

秘匿処理を加えています。 

新衛生センター 

ミックス事業 


